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DPC 評価分科会での新たな「機能評価係数」に関す

る検討の経過報告③ 
 

Ⅰ．概要 

ＤＰＣにおける新たな「機能評価係数」に係るこれまでの議論 

① 中医協基本問題小委員会において、「新たな「機能評価係数」に関する基本的

考え方」をまとめた（平成２０年１２月１７日）。 

② ＤＰＣ評価分科会において、この基本的考え方に沿って、新たな「機能評価

係数」の候補について検討を重ねてきた。 

③ 平成２１年度より、ケアミックス型病院をはじめ、地域医療において様々な

機能を担う病院がＤＰＣの対象となることを踏まえ、ＤＰＣ評価分科会におい

て、こうした医療機関との意見交換も行った。  

④ 中医協・基本問題小委員会（平成２１年２月２５日）の議論も踏まえ、以下

の点を考慮して評価するべき項目の絞り込みを行った。 

 ア．新たな「機能評価係数」に関する基本的考え方との合致 

 イ．現行の「ＤＰＣの影響評価に関する調査」（以下、「ＤＰＣデータ」）の活用 

 ウ. 現行の機能評価係数や出来高部分と評価が重複する可能性がある項目の整

理 等 

⑤ 中医協・基本問題小委員会（平成２１年３月２５日）において、「４．医療

機関の負担が大きく速やかにデータを把握することが困難であるもの、又はＤ

ＰＣにおける急性期としての評価が困難であるもの」については、平成２２年

度改定に向けた議論では、検討を見送ることが決定された。 

また、ＤＰＣ評価分科会に対しては、論点のさらなる整理、及び各項目の評

価方法の明確化を行い、必要に応じてデータを添えることが求められた。 

 

Ⅱ．これまでに提案された項目の整理（２） 

  これまで、各項目について、データの有無や既存の制度との整合性等を中心に

議論を進めてきた。これらの項目について、更に以下の三つの観点から検討を行

った。 

Ａ．ＤＰＣ対象病院において評価を検討するべき項目 

ⅰ）調整係数の廃止に伴い評価が必要と考えられる項目 

ⅱ）ＤＰＣで提出されているデータを用いなければ評価できない項目 

Ｂ．急性期入院医療全体として評価を検討するべき項目 

ＤＰＣ対象病院に限らず、出来高の病院においても課題となっている項目 

C． 次期の診療報酬改定では、評価が困難な項目 

中医協 診－１－１
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Ａ．ＤＰＣ対象病院において評価を検討するべき項目 
 

１．ＤＰＣデータを用いて分析が可能であるもの 

①ＤＰＣ病院として正確なデータを提出していることの評価 

（正確なデータ提出のためのコスト、部位不明・詳細不明コードの発生頻度、 

様式１の非必須項目の入力割合 等） 

②効率化に対する評価 

（効率性指数、アウトカム評価と合わせた評価 等） 

④複雑性指数による評価 

⑤診断群分類のカバー率による評価 

⑥高度医療指数（診断群分類点数が一定程度高いものの算定割合） 

⑦救急・小児救急医療の実施状況及び救急における精神科医療への対応状況

による評価 

⑧患者の年齢構成による評価 
 
２．ＤＰＣデータによって一部分析が可能なもの、又は医療機関の負担が少な

く速やかにデータを把握することが可能なもの 

①診療ガイドラインを考慮した診療体制確保の評価 

③医療計画で定める事業等について、地域での実施状況による評価 

⑤医師、看護師、薬剤師等の人員配置（チーム医療）による評価 

⑥医療の質に係るデータを公開していることの評価 
 

３．その他、既存の制度との整合性等を図る必要があるもの 

（２）既に診断群分類の分岐として評価されているもの 

②副傷病による評価 

（３）出来高で評価されているもの 

⑤がん診療連携拠点病院の評価 
 

Ｂ．急性期入院医療全体として評価を検討するべき項目 
   

２．ＤＰＣデータによって一部分析が可能なもの、又は医療機関の負担が少な

く速やかにデータを把握することが可能なもの 

（①診療ガイドラインを考慮した診療体制確保の評価） 

（③医療計画で定める事業について、地域での実施状況による評価） 

④産科医療の実施状況の評価 

（⑤医師、看護師、薬剤師等の人員配置（チーム医療）による評価） 
 
３．その他、既存の制度との整合性等を図る必要があるもの 

（１）既に機能評価係数として評価されているもの 

①特定機能病院または大学病院の評価 

②地域医療支援病院の評価 
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③臨床研修に対する評価 

④医療安全の評価 

（３）出来高で評価されているもの 

①退院支援の評価 

②地域連携（支援）に対する評価 

 

 C． 次期の診療報酬改定では、評価が困難な項目 

１．ＤＰＣデータを用いて分析が可能であるもの 

③手術症例割合に応じた評価 

 

２．ＤＰＣデータによって一部分析が可能なもの、又は医療機関の負担が少な

く速やかにデータを把握することが可能なもの 

②術後合併症の発生頻度による評価 
 

３．その他、既存の制度との整合性等を図る必要があるもの 

（２）既に診断群分類の分岐として評価されているもの 

①標準レジメンによるがん化学療法の割合による評価 

③希少性指数による評価（難病や特殊な疾患等への対応状況の評価） 

（３）出来高で評価されているもの 

③望ましい５基準に係る評価 

・ 特定集中治療室管理料を算定していること 

・ 救命救急入院料を算定していること 

・ 病理診断料を算定していること 

・ 麻酔管理料を算定していること 

・ 画像診断管理加算を算定していること 

ア．ICU 入院患者の重症度による評価 

イ．全身麻酔を実施した患者の割合による評価 

ウ．病理医の数による評価 

エ．術中迅速病理組織標本作製の算定割合による評価 

オ．病理解剖数（割合）又はＣＰＣ開催状況による評価 

※ CPC とは、臨床病理検討会（Clinicopathological Conference） 

のことをいう。 

※ ア～オについては、望ましい５基準に係る項目であるが、これらの項目 

について出来高で評価されているものではない。 

④高度な設備による評価 

（４）その他 

①後発医薬品の使用状況による評価 

②治験、災害等の拠点病院の評価 



Ａ．ＤＰＣにおいてのみ評価を検討する項目

１．ＤＰＣデータを用いて分析が可能であるもの
項目 評価指標の例

①ＤＰＣ病院として正確なデータを提出していることの
評価
（正確なデータ提出のためのコスト、部位不明・　詳
細不明コードの発生頻度、様式１の非必須項目の入
力割合 等）

部位不明・　詳細不明コード／全ＤＰＣ対象患者

様式１の非必須項目の入力患者数／非必須項目の入力の必要のある患者数

②効率化に対する評価
（効率性指数、アウトカム評価と合わせた評価 等）

全ＤＰＣ対象病院の平均在院日数
／　当該医療機関の患者構成が、全ＤＰＣ対象病院と同じと仮定した場合の、平均在院日数

④複雑性指数による評価 当該医療機関の各診断群分類毎の在院日数が、全ＤＰＣ対象病院と同じと仮定した場合の、
平均在院日数　／　全病院の平均在院日数

⑤診断群分類のカバー率による評価 当該医療機関で、一定数以上の出現した診断群分類の数　／　全診断群分類の数

⑥高度医療指数（診断群分類点数が一定程度高いも
のの算定割合）

当該医療機関で、入院期間Ⅰ（又はⅡ）の診断群分類点数が、一定程度より高いものを算定
した患者の数　／　全ＤＰＣ対象患者

⑦救急・小児救急医療の実施状況及び救急における
精神科医療への対応状況による評価

様式１で救急車ありの患者数　／　全ＤＰＣ対象患者
様式１で緊急入院の患者数　／　全ＤＰＣ対象患者

様式１で救急車ありの小児の患者数　／　全ＤＰＣ対象患者
様式１で緊急入院の小児の患者数　／　全ＤＰＣ対象患者

様式１で救急車ありの患者で、入院精神療法が算定されている患者数　／　全ＤＰＣ対象患
者
様式１で緊急入院の患者で、入院精神療法が算定されている患者数　／　全ＤＰＣ対象患者

⑧患者の年齢構成による評価 一定の年齢以上又は未満の患者数　／　全ＤＰＣ対象患者

２．ＤＰＣデータによって一部分析が可能なもの、又は医療機関の負担が少なく速やかにデータを把握することが可能な

項目 評価指標の例
①診療ガイドラインを考慮した診療体制確保の評価 診療ガイドラインを明示して、患者へ治療方針の説明を行っている

診療ガイドラインから逸れた診療を行う場合、十分に検討をするための委員会等が設置され
ている
等の体制が取られていること

③医療計画で定める事業等について、地域での実施状
況による評価

各４疾病・５事業による入院患者数
　／　当該地域のＤＰＣ病院における、各４疾病・５事業による総入院患者数

⑤医師、看護師、薬剤師等の人員配置（チーム医療）に
よる評価

各職種の職員数　／　全ＤＰＣ対象患者
病棟に勤務している各職種の職員数　／　全ＤＰＣ対象患者

⑥医療の質に係るデータを公開していることの評価 特定のデータ（医療の質の評価等につながる項目）の公表の実施の有無

各項目の評価指標について

中 医 協　診－１－２
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３．その他、既存の制度との整合性等を図る必要があるもの

（２）既に診断群分類の分岐として評価されているもの

項目 評価指標の例
②副傷病による評価 副傷病ありの患者数　／　全ＤＰＣ対象患者

（３）出来高制度で評価されているもの

項目 評価指標の例
⑤ がん診療連携拠点病院の評価 がん患者の患者数　／　全ＤＰＣ対象患者
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DPC 評価分科会での新たな「機能評価係数」に関す

る検討の経過報告② 
 

Ⅰ．概要 

ＤＰＣにおける新たな「機能評価係数」に係るこれまでの議論 

① 中医協基本問題小委員会において、「新たな「機能評価係数」に関する基本的

考え方」をまとめた（平成２０年１２月１７日）。（別紙） 

② ＤＰＣ評価分科会において、この基本的考え方に沿って、新たな「機能評価

係数」の候補について検討を重ねてきた。 

③ 平成２１年度より、ケアミックス型病院をはじめ、地域医療において様々な

機能を担う病院がＤＰＣの対象となることを踏まえ、ＤＰＣ評価分科会におい

て、こうした医療機関との意見交換も行った。  

④ 中医協・基本問題小委員会（平成２１年２月２５日）の議論も踏まえ、以下

の点を考慮して評価するべき項目の絞り込みを行った。 

 ア．新たな「機能評価係数」に関する基本的考え方との合致 

 イ．現行の「ＤＰＣの影響評価に関する調査」（以下、「ＤＰＣデータ」）の活用 

 ウ. 現行の機能評価係数や出来高部分と評価が重複する可能性がある項目の整

理 等 
 

Ⅱ．具体的な項目の提案等 

  上記Ⅰの④を踏まえて、ＤＰＣ評価分科会としてこれまでに提案された具体的

な項目について検討し、今後は具体的なデータ分析を行うことから、ＤＰＣデー

タ利用の可能性から整理を行った。 

  なお、新たな「機能評価係数」として直ちに評価は困難であっても、医療の質

等に関して重要な項目については、病院毎に当該データを入力及び公開すること

等による評価が可能かどうか検討してはどうかという提案もあった。 

  以下を参考に中医協基本問題小委員会において、ご検討頂くことをお願いする。 
 
１．ＤＰＣデータを用いて分析が可能であるもの 

①ＤＰＣ病院として正確なデータを提出していることの評価 

（正確なデータ提出のためのコスト、部位不明・詳細不明コードの発生頻度、

様式１の非必須項目の入力割合 等） 

②効率化に対する評価 

（効率性指数、アウトカム評価と合わせた評価 等） 

③手術症例割合に応じた評価 

※ 一部の手術については、施設基準として一定数以上の症例数が算定条件となっ

中医協 診－１－１

２ １ ． ３ ． ２ ５

中医協 診－１－３

２ １ ． ４ ． １ ５



2 

ており、出来高で評価されている。 

④複雑性指数による評価 

⑤診断群分類のカバー率による評価 

⑥高度医療指数（診断群分類点数が一定程度高いものの算定割合） 

⑦救急・小児救急医療の実施状況及び救急における精神科医療への対応状況に

よる評価 

⑧患者の年齢構成による評価 

 

 ２．ＤＰＣデータによって一部分析が可能なもの、又は医療機関の負担が少なく

速やかにデータを把握することが可能なもの 

①診療ガイドラインを考慮した診療体制確保の評価 

②術後合併症の発生頻度による評価 

③医療計画で定める事業について、地域での実施状況による評価 

④産科医療の実施状況の評価 

⑤医師、看護師、薬剤師等の人員配置（チーム医療）による評価 

 

 ３．その他、既存の制度との整合性等を図る必要があるもの 

 （１）既に機能評価係数として評価されているもの 

①特定機能病院または大学病院の評価 

②地域医療支援病院の評価 

③臨床研修に対する評価 

④医療安全の評価 

 

（２）既に診断群分類の分岐として評価されているもの 

①標準レジメンによるがん化学療法の割合による評価 

②副傷病による評価 

③希少性指数による評価（難病や特殊な疾患等への対応状況の評価） 

 

（３）出来高で評価されているもの 

①退院支援の評価 

②地域連携（支援）に対する評価 

③望ましい５基準に係る評価  

・ 特定集中治療室管理料を算定していること 

・ 救命救急入院料を算定していること 

・ 病理診断料を算定していること 

・ 麻酔管理料を算定していること 

・ 画像診断管理加算を算定していること 

ア．ICU 入院患者の重症度による評価 

イ．全身麻酔を実施した患者の割合による評価 

ウ．病理医の数による評価 
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エ．術中迅速病理組織標本作製の算定割合による評価 

オ．病理解剖数（割合）又はＣＰＣ開催状況による評価 

※ CPC とは、臨床病理検討会（Clinicopathological Conference）の

ことをいう。 

④高度な設備による評価 

⑤がん診療連携拠点病院の評価 

 

（４）その他 

①後発医薬品の使用状況による評価 

②治験、災害等の拠点病院の評価 

 
 

 ４．医療機関の負担が大きく速やかにデータを把握することが困難であるもの、

又はＤＰＣにおける急性期としての評価が困難であるもの 

①重症度・看護必要度による改善率 

②合併症予防の評価 

③再入院の予防の評価 

④救急医療における患者の選択機能（トリアージ）の評価 

⑤全診療科の医師が日・当直体制をとっていることの評価 

⑥地方の診療所や中小病院へ医師を派遣することに対する評価 

⑦在宅医療への評価 

⑧新規がん登録患者数による評価 

⑨高齢患者数の割合による看護ケアの評価 

⑩第三者による外部評価を受けていることに関する評価 

 



１ ＤＰＣ対象病院は「急性期入院医療」を担う医療機関である。
新たな「機能評価係数」を検討する際には、「急性期」を反映
する係数を前提とするべきではないか。

２ ＤＰＣ導入により医療の透明化・効率化・標準化・質の向上
等、患者の利点（医療全体の質の向上）が期待できる係数
を検討するべきではないか。

３ ＤＰＣ対象病院として社会的に求められている機能・役割を
重視するべきではないか。

４ 地域医療への貢献という視点も検討する必要性があるので
はないか。

新たな「機能評価係数」に関する基本的考え方

以下の事項を基本的考え方として、新たな「機能評
価係数」について議論してはどうか。

平成20年12月17日中医協・基本問題小委員会にて了承
（別紙）

５ ＤＰＣデータを用いて係数という連続性のある数値を用いる
ことができるという特徴を生かして、例えば一定の基準によ
り段階的な評価を行うばかりではなく、連続的な評価の導入
についても検討してはどうか。
その場合、診療内容に過度の変容を来たさぬ様、係数には
上限値を設けるなど考慮が必要ではないか。

６ DPC対象病院であれば、すでに急性期としてふさわしい一
定の基準を満たしていることから、プラスの係数を原則とし
てはどうか。

７ その他の機能評価係数として評価することが妥当なものが
あれば検討してはどうか。



ＤＰＣ準備病院の募集について 
 
１．現状 

 
（１）「医療・介護サービスの質向上・効率化プログラム」においては、

平成２４年度までにＤＰＣ対象病院を１０００病院にすることを

目標としていたが、今年度中には１２００余りに達する見込みであ

る（別紙１）。 
 
 （２）調整係数は、平成２２年度より段階的に廃止される。 
 
２．課題 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

（１）ＤＰＣ対象病院になるためには、２年間の準備期間を必要とし

ており（別紙２）、平成２１年度に準備病院を募集すると、最短で

平成２３年度からＤＰＣ対象病院となることになる。 
 
（２）調整係数は、過去２年間のデータを用いて計算するため、改定時以外

にＤＰＣへの参加を認めることになると、改定前後の一部の項目や点数

の異なるデータを用いて、計算しなければならない。 
  

（３）ＤＰＣの診断群分類点数表は、全ＤＰＣ対象病院のデータを元に計算

しているため、新たに参加する医療機関が多くあった場合、この元とな

るデータが大幅に変化する可能性がある。 
 

３．論点 

（１）今年度もＤＰＣ準備病院の募集を行うべきか。 
 
（２）診療報酬改定のない年度にＤＰＣ対象病院が追加されることについて、

どのように考えるか。 

Ｈ２０年 Ｈ２２年 Ｈ２４年 

準備期間（２年間）

準備期間（２年間）

Ｈ２１年 Ｈ２３年 

中医協 診－１－４
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ＤＰＣ病院数（準備病院を含む）

病院類型 100床未満
100床以上
200床未満

200床以上
300床未満

300床以上
400床未満

400床以上
500床未満

500床以上 計

平成15年度DPC対象病院 0 0 0 0 1 81 82

平成16年度DPC対象病院 2 12 13 17 5 13 62

平成18年度DPC対象病院 4 16 34 58 34 69 215

平成20年度DPC対象病院 35 75 84 61 45 57 357

平成21年度DPC対象病院 93 150 130 91 51 52 567

DPC対象病院小計 134 253 261 227 136 272 1,283

平成19年度準備病院 54 55 16 4 4 4 137

平成20年度準備病院 41 49 21 17 5 4 137

準備病院小計 95 104 37 21 9 8 274

計 229 357 298 248 145 280 1,557

（参考）全一般病院数
（平成19年医療施設調査）

3,391 2,725 1,150 763 360 473 8,862

病院類型 100床未満
100床以上
200床未満

200床以上
300床未満

300床以上
400床未満

400床以上
500床未満

500床以上 計

平成15年度DPC対象病院 0 0 0 0 495 66,254 66,749

平成16年度DPC対象病院 159 1,910 3,341 5,818 2,216 9,630 23,074

平成18年度DPC対象病院 252 2,488 8,536 19,992 15,068 40,818 87,154

平成20年度DPC対象病院 2,539 11,473 20,308 20,882 19,701 35,984 110,887

平成21年度DPC対象病院 6,309 22,317 32,350 30,985 22,475 31,931 146,367

DPC対象病院小計 9,259 38,188 64,535 77,677 59,955 184,617 434,231

平成19年度準備病院 3,225 7,867 3,928 1,406 1,683 2,467 20,576

平成20年度準備病院 2,426 6,645 5,180 6,192 2,191 2,610 25,244

準備病院小計 5,651 14,512 9,108 7,598 3,874 5,077 45,820

計 14,910 52,700 73,643 85,275 63,829 189,694 480,051

（参考）全一般病床数
（平成19年医療施設調査）

120,349 188,621 115,993 145,809 98,932 243,530 913,234

※DPC病院数の病床数区分は、DPC算定病床数による。
※全病院の病床数区分は、総病床数による。
※DPC算定病床数（準備病院含む）は平成２０年１２月分ＤＰＣ調査データより集計
※平成２1年度ＤＰＣ対象病院には、平成２1年７月ＤＰＣ対象病院（予定）を含む。
※平成１９年度準備病院には、平成２０，２１年度対象病院に参加しなかった平成１８年度準備病院１２病院を含む。
※平成１８年度対象病院は、病院の合併により昨年度より１病院減少している
※平成２０年度対象病院は、病院の廃院により昨年度より１病院減少している

DPC算定病床数（準備病院を含む）

医療・介護サービスの質向上・効率化プログラム（平成19年5月）

策定趣旨・目標期間

政策手段主な目標・指標

○　ＤＰＣ（急性期入院医療の診断群分類に基づ
く１日当たりの包括評価制度）制度の精緻化や
対象病院の着実な拡大
○　診療報酬の包括化対象の拡大

平成２４年度までに、病院の機能分化を推
進する中で、ＤＰＣ支払い対象病院数360
（平成18年度）を当面1000（現状から３倍
増）に

 　必要なサービスの確保と質の維持向上を図りつつ、効率化等により供給
コストを低減させていくための総合的な取組を、計画的に推進するため、可
能な限り定量的な指標を盛り込んだプログラムを策定。目標期間は、基本的
に平成２０年度から平成２４年度までの５年間

 診療報酬の包括支払の推進

別紙1

ＤＰＣ対象病院・準備病院における病床規模
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ＤＰＣ対象病院の基準について 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第１ 対象病院及び対象患者 

 １ 対象病院 

 （１）（略） 

 （２）対象病院は、以下の基準を満たす病院とする。 

  ① 一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料（一般病棟に限

る）、専門病院入院基本料について、７対１入院基本料又は１０対

１入院基本料に係る届出を行っていること。 

    ただし、平成２０年４月１日以降に新たに当該入院基本料の基準

を満たさなくなった病院については、再び要件を満たすことができ

るかどうかについて判断するため、３か月間の猶予期間を設け、３

か月を超えてもなお、要件を満たせない場合には、ＤＰＣ対象病院

から除外する。 

② 診療録管理体制加算を算定している、又は、同等の診療録管理体

制を有すること。 

③ 標準レセプト電算処理マスターに対応したデータの提出を含め

「７月から１２月まで の退院患者に係る調査」に適切に参加でき

ること。 

④ 上記③の調査において、適切なデータを提出し、かつ、２年間（１

０ヶ月）の調査期間の（データ／病床）比が８．７５以上であるこ

と。 

    ただし、平成２０年３月３１日時点において、既に対象病院とな

っている病院については、当分の間、なお従前の例による。 

第２～第３（略） 

第４ その他 

 １～２（略） 

 ３ 適切なコーディングに関する委員会の設置 

   対象病院においては、院内で標準的な診断及び治療方法の周知を徹

底し、適切なコーディング（適切な診断を含めた診断群分類の決定

をいう。）を行う体制を確保するため、責任者を定めるとともに、

診療部門、薬剤部門、診療録情報を管理する部門、診療報酬の請求

事務を統括する部門等に所属する医師、薬剤師及び診療記録管理者

等から構成される委員会を設置し、少なくとも年に２回は当該委員

会を開催すること。 
 
出典：「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法等の施

行に伴う実施上の留意事項について」（平成２０年３月１９日保医発第 0319002 号） 

別紙２ 
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入院医療に係る関係審議会等における主な指摘について 

 

○ 安心と希望の医療確保ビジョン（平成 20 年６月）        Ｐ １ 

 

○ 救急医療の今後のあり方に関する検討会 中間取りまとめ（平成 20 年７月）    Ｐ１０ 

 

○ 「安心と希望の医療確保ビジョン」具体化に関する検討会 中間取りまとめ（平成 20 年９月） Ｐ１９ 

 

○ 精神保健福祉士の養成の在り方等に関する検討会 中間報告書（平成 20 年 10 月）      Ｐ２１ 

 

○ 社会保障国民会議 最終報告（平成 20 年 11 月）        Ｐ２６ 

 

○ 今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会 中間まとめ（平成 20 年 11 月）   Ｐ３５ 

 

○ 安心と希望の介護ビジョン（平成 20 年 11 月）        Ｐ３９ 

  

○ 周産期医療と救急医療の確保と連携に関する懇談会 報告書（平成 21 年 3 月）   Ｐ４５ 

中医協 診－２－１ 

２ １ ． ４ ． １ ５ 
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病院の機能に応じた分類（イメージ）

特定機能病院

ＤＰＣ 一般病床 療養病床

救命救急

特定集中治療室

脳卒中ケアユニット

ハイケアユニット

医療法上の位置づけ

202施設
6,453病床

592施設
4,307病床

58施設
355病床

68施設
776病床

※１ 一般病床に限る

82施設
64,523病床※１

障害者施設等

816施設
62,116床

回復期リハビリテーション
入院料１
195施設
11,602床

入院料２
716施設
39,066床

亜急性期
入院料１

1,017施設
11,951床

入院料２
45施設
900床

特殊疾患
入院料１
84施設
4,251床

入院料２
109施設
7,739床緩和ケア病棟

193施設
3,780病床

5,437施設
700,358病床 3,650施設

211,592床

42施設
2,615病床

入院料1
219施設

10,967病床

入院料2
20施設

1,016病床
1,335施設

188,796病床
819施設

90,382病床
入院料1
373施設

入院料2
62施設

8,022施設、102,064病床
1,247施設

10,443病床

新生児特定
集中治療室

198施設
1,329病床

総合周産期特定
集中治療室

75施設
600病床
781病床 小児入院医療管理料

入院料1
35施設

2,704病床

入院料2
187施設

7,986病床

入院料3
329施設

8,868病床

一般病棟
療養病棟

精神病棟

有床診療所一般 有床診療所療養

介
護
療
養
病
床

精神科救急
精神科急性期治療病棟

精神療養 認知症病棟

結核病棟 225施設、8,177病床

専門病院

20施設
6,151病床

広範囲熱傷 25施設、52病床

一類感染症
19施設
79病床

病床数 913,234床
病床利用率 76.6%
平均在院日数 19.0日

病床数 343,400床
病床利用率 90.7%
平均在院日数 177.1日

診療所後期高齢者
335施設、1,454病床

施設基準の
届け出：平成
20年7月1日
現在

718施設
288,610病床

2,608施設
110,730（人）

ISKWV
スタンプ



基本診療料について

基本診療料は、初診若しくは再診の際及び入院の際に行われる基本的な診療行為の費用を一括して評価するもの。

集中治療、回復期リハビリテーション、亜急性期入院医療等の特定の機能を有する病棟又は病床に入
院した場合に算定する点数。入院基本料の範囲に加え、検査、投薬、注射、処置等の費用が含まれてい
る。

例）救命救急入院料2（１日につき）（3日以内の場合） 11,200点

（救命救急センターでの重篤な救急患者に対する診療を評価）

特定入院料

人員の配置、特殊な診療の体制等、医療機関の機能等に応じて一日毎又は一入院毎に算定する点数。
例）入院時医学管理加算（１日につき） 120点

（急性期医療を提供する体制及び勤務医の負担軽減に対する体制を評価）
診療録管理体制加算（１入院につき） 30点
（診療記録管理者の配置その他の診療録管理体制を評価）

入院基本料等加算

入院の際に行われる基本的な医学管理、看護、療養環境の提供を含む一連の費用を評価したもの。
簡単な検査、処置等の費用を含み、病棟の種別、看護配置、平均在院日数等により区分されている。

例）一般病棟入院基本料（１日につき） ７対１入院基本料 1,555点
10対１入院基本料 1,300点
13対１入院基本料 1,092点
15対１入院基本料 954点

なお、療養病床の入院基本料については、その他の入院基本料の範囲に加え、検査、投薬、注射及び
簡単な処置等の費用が含まれている。

入院基本料

初診料（１回につき） 270点
外来での初回の診療時に算定する点数。基本的な診療行為を含む一連の費用を評価したもの。簡
単な検査、処置等の費用が含まれている。

再診料（１回につき） 病院 60点
診療所 71点

外来での二回目以降の診療時に一回毎に算定する点数。基本的な診療行為を含む一連の費用を
評価したもの。簡単な検査、処置等の費用が含まれている。

初・再診料

中医協 診－２－３
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A100 一般病棟入院基本料
A101 療養病棟入院基本料
A102 結核病棟入院基本料
A103 精神病棟入院基本料
A104 特定機能病院入院基本料
A105 専門病院入院基本料
A106 障害者施設等入院基本料
A108 有床診療所入院基本料
A109 有床診療所療養病床入院基本料

入院基本料

中 医 協　診－２－４
 ２ １ ．４ ．１ ５
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（平均在院日数）
7対1 19日以内
10対1 21日以内
13対1 24日以内
15対1 60日以内

点数 看護師比率
7対1 1,555点 70%
準７対1 1,495点 70%
10対1 1,300点 70%
13対1 1,092点 70%
15対1 954点 40%
15対1未満 575点

看護必要度の基準を満たす患
者を1割以上入院させる病棟
である

700,358

・準7対1は7対1の医師の要件を
満たさない場合に算定する

施設数
病床数

主な人員基準等 主な施設基準等
・7対1入院基本料：

救急患者、重症患者等、急性期
の治療を必要とする患者

・7対1の医師要件：当該病棟の
入院患者数の10％以上の常勤
医師

5,437

一般病棟入院基本料

入院期間に応じた評価（イメージ） 対象患者等 在院日数要件

428 点

192 点

1,105点

180日30日14日

1,300点
（10対1入院基本料の場合）

2



看護師比率
看護職員 25対1 20%
看護補助者 25対1

※　医療区分、ＡＤＬ区分により点数が異なる

・主として長期にわたり療養の必
要な患者

施設数
病床数

主な人員基準等 主な施設基準等
・病棟単位で褥瘡の発生割合
等について継続的に測定し、
備え付けていること

なし 3,650
211,592

療養病棟入院基本料

入院期間に応じた評価（イメージ） 対象患者等 在院日数要件

1,198点
（入院基本料Ｃの場合）

※

検査、投薬、注射、処置等を包括
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（平均在院日数）
7対1 25日以内
10対1 25日以内
13対1 なし
15対1 なし
18対1 なし
20対１ なし

点数 看護師比率
7対1 1,447点 70%
準７対1 1,387点 70%
10対1 1,192点 70%
13対1 949点 70%
15対1 886点 40%
18対1 757点 40%
20対１ 713点 40%

結核病棟入院基本料

入院期間に応じた評価（イメージ） 対象患者等 在院日数要件

・7対1の医師要件：当該病棟の
入院患者数の10％以上の常勤
医師

・準7対1は7対1の医師の要件
を満たさない場合に算定する

施設数
病床数

主な人員配置等 主な施設基準等
・7対1入院基本料：

看護必要度の基準を満たす患
者を1割以上入院させる病棟で
あること

結核の患者 225
8,177

14日 30日 90日

400点 300点
100点

1,192点
（10対1入院基本料の場合）
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（平均在院日数）
10対1 25日以内

点数 看護師比率
10対1 1,240点 70%
15対1 800点 40%
18対1 712点 40%
20対1 658点 40%
25対1 550点 40%

施設数
病床数

主な人員基準等 主な施設基準等

精神疾患を有する者 1,335
188,796

その他の区分 なし

精神病棟入院基本料

入院期間に応じた評価（イメージ） 対象患者等 在院日数要件

125点242点
459点

5点20点

14日 30日 90日 180日 1年

1,240点
（10対1入院基本料の場合）
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入院期間に応じた加算・減算 在院日数要件

（一般病棟） （平均在院日数）
（一般病棟）
7対1 28日以内

（結核病棟） 10対1 28日以内

結核の患者 （結核病棟）

7対1 28日以内
（精神病棟） 10対1 28日以内
精神疾患を有する患者 13対1 36日以内

15対1 なし

（精神病棟）

7対1 28日以内
10対1 28日以内
15対1 なし

（一般病棟） 点数 看護師比率

7対1 1,555点 70%
10対1 1,300点 70%
（結核病棟）

7対1 1,447点 70%
10対1 1,192点 70%
13対1 949点 70%
15対1 886点 70%

（精神病棟）
7対1 1,311点 70%
10対1 1,240点 70%

15対1 839点 70%

14

238
（精神病棟）

73
3,385

入院患者の看護必要度等につ
いて継続的に測定を行い、その
結果に基づき評価を行っている
こと

・7対1入院基本料：

特定機能病院入院基本料

主な施設基準等主な人員基準等

対象患者等
施設数
病床数

（一般病棟）

82

64,523
（結核病棟）

高度な医療を必要とする患者等

14日 30日

712点

207点

180日

1,105 点

1,300点
（一般病棟10対1入院基本料の場合）
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（平均在院日数）
7対1 30日以内
10対1 33日以内
13対1 36日以内

点数 看護師比率
7対1 1,555点 70%
準7対１ 1,495点 70%
10対1 1,300点 70%
13対1 1,092点 70%

施設数
病床数

主として悪性腫瘍患者又は循
環器疾患患者を一般病棟の7
割以上入院させていること

専門病院入院基本料

入院期間に応じた評価（イメージ） 対象患者等 在院日数要件

20
6,151

・7対1の医師要件：当該病棟
の入院患者数の10％以上の
常勤医師

・準7対1は7対1の医師の要件
を満たさない場合に算定する

主な人員基準等 主な施設基準等
・7対1入院基本料：
看護必要度の基準を満たす患
者を1割以上入院させる病棟で
ある

512点
207点

14日 30日 180日

1,105 点

1,300点
（10対１入院基本料の場合）
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・重度の肢体不自由児
・重症心身障害児
・脊髄損傷等の重度障害者
・重度の意識障害者
・筋ジストロフィー患者
・難病患者

点数 看護師比率 ・肢体不自由児施設
7対1 1,555点 70% ・重症心身障害児施設
10対1 1,300点 70% ・国立高度専門医療センター等
13対1 1,092点 70% あるいは
15対1 954点 40% 以下に該当する一般病棟

・7対1を算定する場合には超重症
児（者）・準重症児（者）が合計3割
以上

62,116

施設数
病床数

主な人員基準等 主な施設基準等

なし

・看護職員＋看護補助者：
10対1

・重度の肢体不自由児（者）、脊髄
損傷等の重度障害者、重度の意
識障害者、筋ジストロフィー患者、
難病患者等を７割以上入院させて
いる

816

障害者施設等入院基本料

入院期間に応じた評価（イメージ） 対象患者等 在院日数要件

312点 167点

14日 30日

1,300点
（10対1入院基本料の場合）
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（有床診療所入院基本料１）

看護職員５人以上
※

（有床診療所入院基本料２）

看護職員１人以上５人未満
※

夜勤：看護要員１以上

施設数
病床数

主な人員基準等 主な施設基準等

なし なし 8,022
102,064

※診療所に勤務しその業務に従事
する数

有床診療所入院基本料

入院期間に応じた評価（イメージ） 対象患者等 在院日数要件

7日 14日 30日

810点 660点 490点 450点
（入院基本料１の場合）
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・看護職員 30対1
※

・看護補助者 30対1
※

・夜勤：看護要員１以上

※　医療区分、ＡＤＬ区分により点数が異なる

※有床診療所に雇用され、その
療養病床に勤務することとされ
ている数

有床診療所療養病床入院基本料

入院期間に応じた評価（イメージ） 対象患者等 在院日数要件
施設数
病床数

主な人員基準等 主な施設基準等

・主として長期にわたり療養
の必要な患者

・褥瘡の発生割合等について
継続的に測定を行い、評価を
行っていること

なし 1,247
10,443

764点
（入院基本料Ｃの場合）

※

検査、投薬、注射、処置等を包括
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A300 救命救急入院料
A301 特定集中治療室管理料
A301-2 ハイケアユニット入院医療管理料
A301-3 脳卒中ケアユニット入院医療管理料
A302 新生児特定集中治療室管理料
A303 総合周産期特定集中治療室管理料（母胎・胎児集中治療室管理料）

総合周産期特定集中治療室管理料（新生児集中治療室管理料）
A304 広範囲熱傷特定集中治療室管理料
A305 一類感染症患者入院医療管理料
A306 特殊疾患入院医療管理料
A307 小児入院医療管理料
A308 回復期リハビリテーション病棟入院料
A308-2 亜急性期入院医療管理料
A309 特殊疾患病棟入院料
A310 緩和ケア病棟入院料
A311 精神科救急入院料
A311-2 精神科急性期治療病棟入院料
A311-3 精神科救急・合併症入院料
A312 精神療養病棟入院料
A314 認知症病棟入院料
A316 診療所後期高齢者医療管理料

特定入院料

11



入院期間に応じた加算・減算 在院日数要件

・意識障害又は昏睡

・急性心不全（心筋梗塞を含む）
・急性薬物中毒
・ショック

・広範囲熱傷
・大手術を必要とする状態
・救急蘇生後

（入院料2）
・除細動器

・ペースメーカー
・心電計
・ポータブルエックス線撮影装置
・呼吸循環監視装置

救命救急入院料

・急性呼吸不全又は慢性呼吸不
全の急性増悪

・その他外傷、破傷風等で重篤
な状態

対象患者等

・14日を限度とし
て算定

を救命救急センター内に常時備
え付けていること

・重篤な救急患者に対する医療
を行うのに必要な専任の医師及
び看護師が常時配置されている
こと

・救急蘇生装置（気管内挿管セッ
ト、人工呼吸装置等）

・看護師：2対1
※

※常時配置

施設数
病床数

・都道府県が定める救急医療に
関する計画に基づいて運営され
る救命救急センターを有している
病院であること

主な人員基準等 主な施設基準等

202

・重篤な代謝障害（肝不全、腎
不全、重症糖尿病等）

6,453

3日 7日 14日

11,200 点

10,140 点
8,890 点

（救命救急入院料2の場合）

検査、注射、処置、病理診断の一部を包括
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入院期間に応じた加算・減算 在院日数要件

・意識障害又は昏睡

・急性心不全（心筋梗塞を含む。）
・急性薬物中毒
・ショック

・広範囲熱傷
・大手術後
・救急蘇生後

・除細動器
・ペースメーカー
・心電計
・ポータブルエックス線撮影装置
・呼吸循環監視装置

592
4,307

特定集中治療室管理料

・急性呼吸不全又は慢性呼吸不
全の急性増悪

を特定集中治療室内に常時備
えていること

・その他外傷、破傷風等で重篤な
状態

対象患者等

・重篤な代謝障害（肝不全、腎不
全、重症糖尿病等）

・14日を限度とし
て算定

施設数
病床数

・専任の医師が常時、特定集中
治療室内に勤務していること

・治療室面積：1床あたり15m
2

※常時配置

主な人員基準等 主な施設基準等

・救急蘇生装置（気管内挿管
セット、人工呼吸装置等）・看護師：2対1

※

14日

8,760点 7,330点

7日

検査、注射、処置、病理診断の一部を包括
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入院期間に応じた加算・減算 在院日数要件

・意識障害又は昏睡

・急性心不全（心筋梗塞を含む。）

・急性薬物中毒

・ショック

・広範囲熱傷

・大手術後

・救急蘇生後

・除細動器
・ペースメーカー
・心電計
・呼吸循環監視装置

に準じる状態

・看護師：4対1
※

主な施設基準等

・救急蘇生装置（気管内挿管
セット、人工呼吸装置等）

ハイケアユニット入院医療管理料

・急性呼吸不全又は慢性呼吸不
全の急性増悪

・重篤な代謝障害（肝不全、腎不
全、重症糖尿病等）

・一般病棟の平
均在院日数：
17日以内

68

776

・重症度の基準を満たす患者
を概ね８割以上入院させる

・その他外傷、破傷風等で重篤な
状態

対象患者等

・21日を限度とし
て算定

を治療室内に常時備えている
こと

・専任の常勤医師が常時、保険
医療機関内に勤務していること

・ハイケアユニット治療室の病
床数は30床以下であること

施設数
病床数

主な人員基準等

※常時配置

21日

3,700点

検査、注射、処置、病理診断の一部を包括

14



入院期間に応じた加算・減算 在院日数要件

・脳梗塞

・くも膜下出血

・除細動器
・心電計
・呼吸循環監視装置

・脳画像撮影及び診断が常時
可能であること

・脳血管疾患等リハビリテー
ション料（Ⅰ）、（Ⅱ）、又は（Ⅲ）
の届出を行っていること

・脳梗塞、脳出血及びくも膜下
出血の患者を概ね8割以上入
院させていること

施設数
病床数

脳卒中ケアユニット入院医療管理料

対象患者等

・14日を限度とし
て算定・脳出血 355

主な人員基準等 主な施設基準等

58

・治療室の病床数は30床以下
であること

・神経内科又は脳神経外科の経
験を5年以上有する専任の常勤
医師が常時、保険医療機関内
に勤務している

・救急蘇生装置（気管内挿管
セット、人工呼吸装置等）

を治療室内に常時備えている
こと

※常時配置

・看護師：3対1
※

・常勤の理学療法士又は作業療
法士：当該治療室に1名以上

14日

5,700点

検査、注射、処置、病理診断の一部を包括
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入院期間に応じた加算・減算 在院日数要件

・高度の先天奇形
・低体温
・重症黄疸
・未熟児
・意識障害又は昏睡

・急性心不全（心筋梗塞を含む。）
・急性薬物中毒
・ショック

・新生児用呼吸循環監視装置
・新生児用人工換気装置
・微量輸液装置

・酸素濃度測定装置
・光線治療器

施設数
病床数

新生児特定集中治療室管理料

・急性呼吸不全又は慢性呼吸不
全の急性増悪

対象患者等

198

1,329
・出生時体重
1,500g以上は21
日を限度として算
定

を新生児特定集中治療室内に
常時備えていること

・経皮的酸素分圧監視装置又
は経皮的動脈血酸素飽和度測
定装置

・出生時体重
1,000g未満は90
日を限度として算
定

・救急蘇生装置（気管内挿管
セット）

・治療室面積：1床あたり7m
2

・専任の医師が常時、新生児特
定集中治療室内に勤務している

・救急蘇生後

・出生時体重
1,000g以上1,500g
未満は60日を限
度として算定

主な施設基準等

・重篤な代謝障害（肝不全、腎不
全、重症糖尿病等）

※常時配置

主な人員基準等

・助産師又は看護師：3対1
※

・大手術後

・その他外傷、破傷風等で重篤な
状態

90日

8,500点

60日21日

出生体重
1,500g以上

出生体重
1,000g以上
1,500g未満

出生体重
1,000g未満

検査、注射、処置、病理診断の一部を包括
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入院期間に応じた加算・減算 在院日数要件

・合併症妊娠
・妊娠高血圧症候群
・多胎妊娠
・胎盤位置異常
・切迫流早産

・心電計
・呼吸循環監視装置
・分娩監視装置

・3床以上であること

・救急蘇生装置（気管内挿管
セット、人工呼吸装置等）

・治療室面積：1床あたり15m
2

・帝王切開が必要な場合、30分
以内に児の娩出が可能となる
体制があること

・助産師又は看護師：3対1
※

を母胎・胎児集中治療室内に
常時備え付けていること

※常時配置

・専任の医師が常時、母胎・胎児
集中治療室内に勤務している

・超音波診断装置（カラードップ
ラー法による血流測定が可能
なものに限る。）

・都道府県知事が、総合周産
期母子医療センターとして適当
であると認めた病院であること

75

600

総合周産期特定集中治療室管理料（1　母胎・胎児集中治療室管理料）

主な施設基準等主な人員基準等

対象患者等

・14日を限度とし
て算定

・胎児発達遅延や胎児奇形など
の胎児異常を伴うもの

施設数
病床数

21日

7,000点

検査、注射、処置、病理診断の一部を包括
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入院期間に応じた加算・減算 在院日数要件

・高度の先天奇形
・低体温
・重症黄疸
・未熟児
・意識障害又は昏睡

・急性心不全（心筋梗塞を含む。）
・急性薬物中毒
・ショック

等

・新生児用呼吸循環監視装置
・新生児用人工換気装置
・微量輸液装置

・酸素濃度測定装置
・光線治療器

・6床以上であること

・治療室面積：1床あたり7m
2

・出生時体重
1,500g以上は21
日を限度として算
定

・出生時体重
1,000g未満は90
日を限度として算
定

・出生時体重
1,000g以上1,500g
未満は60日を限
度として算定

・救急蘇生装置（気管内挿管
セット）

・都道府県知事が、総合周産
期母子医療センターとして適当
であると認めた病院であること

・助産師又は看護師：3対1
※

※常時配置

施設数
病床数

総合周産期特定集中治療室管理料（2　新生児集中治療室管理料）

・急性呼吸不全又は慢性呼吸不
全の急性増悪

対象患者等

75

781

・重篤な代謝障害（肝不全、腎
不全、重症糖尿病等）

を新生児特定集中治療室内に
常時備えていること

・専任の医師が常時、新生児集
中治療室内に勤務している

・経皮的酸素分圧監視装置又
は経皮的動脈血酸素飽和度測
定装置

主な施設基準等主な人員基準等

90日

8,500点

60日21日

出生体重
1,500g以上

出生体重
1,000g以上
1,500g未満

出生体重
1,000g未満

検査、注射、処置、病理診断の一部を包括
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入院期間に応じた加算・減算 在院日数要件

・熱傷用空気流動ベッド

・除細動器
・ペースメーカー
・心電計
・心電図モニター装置

※常時配置
・看護師：2対1

※

を特定集中治療室内に常時備
えていること

・60日を限度とし
て算定

施設数
病床数

広範囲熱傷特定集中治療室管理料

・第2度熱傷30％程度以上の重症
広範囲熱傷患者で医師が広範囲
熱傷特定集中治療室管理が必要
であると認めた者

対象患者等

25
52

・熱傷には電撃傷、薬傷及び凍
傷が含まれる

・専任の医師が常時、広範囲熱
傷特定集中治療室内に勤務して
いる

主な人員基準等 主な施設基準等

・治療室面積：1床あたり15m
2

・救急蘇生装置（気管内挿管
セット、人工呼吸装置等）

60日

7,890点

検査、注射、処置、病理診断の一部を包括
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入院期間に応じた加算・減算 在院日数要件

・看護師：2対1
※ ・感染症法第6条第12項に規定

する特定感染症指定医療機関
又は同法第6条第13項に規定
する第一種感染症指定医療機
関であること

※常時配置

主な人員基準等 主な施設基準等

施設数
病床数

一類感染症患者入院医療管理料

対象患者等

19
79

・新感染症又は一類感染症に罹
患している患者

・14日を限度とし
て算定

・新感染症又は一類感染症の疑
似症患者又は無症状病原体保有
者

14日

8,890点 7,690点

7日

検査、注射、処置、病理診断の一部を包括
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・脊髄損傷等の重度障害者
・重度の意識障害者
・筋ジストロフィー患者
・神経難病患者

看護職員＋看護補助者：10対1
看護職員比率：50%

※　一部加算とインターフェロン製剤、抗ウィルス製剤、血友病治療に係る血液凝固因子等は除く

特殊疾患入院医療管理料

入院期間に応じた評価（イメージ） 対象患者等 在院日数要件
施設数
病床数

なし

主な人員基準等 主な施設基準等
病室床面積：

　患者1人あたり6.4m
2
以上

看護師比率：20%

39
606

1,943点
診療に係る費用は包括

※
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入院期間に応じた加算・減算 在院日数要件

・15歳未満の入院患者 （平均在院日数）

21日以内

21日以内

28日以内
※2

なし

管理料1 20名
管理料2 5名
管理料3 3名
管理料4 1名

・看護配置 看護師比率
管理料1 7対1

※3 100%
管理料2 7対1 100%
管理料3 10対1 70%
管理料4 15対1 40%

※1　投薬・注射・麻酔等の費用を除く

（
※3

夜間も含め、常時9対1の看護
師の配置）

（
※2

当該病棟を
含めた一般病棟
の入院患者の平
均在院日数）

・管理料4：

施設数
病床数

187

7,986

・病院内の小児科常勤医師

・管理料3：

・管理料4：

・小児医療を行うにつき十分な
体制が整備されていること

小児入院医療管理料

対象患者等

主な人員基準等 主な施設基準等

・管理料1：

・管理料2：

・管理料1：
35

2,704
・管理料2：

-

・管理料3：
329

8,868

105

4,500点
（小児入院管理料1の場合）

診療に係る費用は包括
※１
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・専任の医師：1名
・専従の理学療法士：2名 ・患者の利用に適した浴室及び便所
・専従の作業療法士：1名
・看護職員：15対1
・ 看護師比率40%

・ 在宅復帰率が6割以上であること

※1　リハビリテーションに係る費用等を除く
※2　高次脳機能障害を伴う重症脳血管障害等の場合

施設数
病床数

なし

・廊下の幅　1.8mが望ましい
（ただし両側に居室がある場合2.7m）

・脳血管疾患又は大腿
骨頸部骨折等の回復期
リハビリテーションの必
要性が高い患者を8割以
上入院させている

・入院料1
195

5,047（一般）

6,555（療養）

・入院料2
716

回復期リハビリテーション病棟入院基本料

入院期間に応じた評価（イメージ） 対象患者等 在院日数要件

13,770（一般）

25,296（療養）

主な人員基準等 主な施設基準等

・病室面積：患者１人あたり6.4m
2

（入院料1）
･ 新規入院患者のうち1割5分以上が重
症  の患者であること

180日
※2

1,690点
（入院料1の場合）

診療に係る費用は包括
※１
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（入院料1）

（入院料2）

・看護職員 13対1 ・病室面積：患者1人あたり6.4m
2
以上

・看護師比率70% ・診療録管理体制加算を算定していること
・在宅復帰支援担当者　１名 ・在宅等復帰率が6割以上であること

※1　リハビリテーション、1000点を超える処置、手術等を除く
※2　亜急性期入院医療管理料２の場合は60日

施設数
病床数

・ 急性期治療を経過した患
者

・ 急性期治療を経過した患
者又は在宅・介護施設等か
らの患者であって症状の急
性増悪した患者等

なし ・入院料1

1,017
11,951

・入院料2
45

900

主な人員基準等 主な施設基準等

亜急性期病棟入院医療管理料

入院期間に応じた評価（イメージ） 対象患者等 在院日数要件

90日
※2

2,050点
（入院料1の場合）

診療に係る費用は包括
※1
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・脊髄損傷等の重度障害者
・重度の意識障害者
・筋ジストロフィー患者
・神経難病患者

・病棟床面積：患者1人につき16m
2

（入院料1）

・一般病棟

・看護職員比率：50%

※２
（入院料2）
・一般病棟又は精神病棟

※1　一部加算とインターフェロン製剤、抗ウィルス製剤、血友病治療に係る血液凝固因子等は除く
※2　入院料2の肢体不自由児施設等については看護配置の基準なし

・看護職員＋看護補助者：
                       10対1

・病棟に専任の常勤医師の
配置

7,739

84
4,251

・入院料2
109

施設数
病床数

なし

主な人員基準等 主な施設基準等

・看護師比率：20%

・当該病棟の入院患者の概ね8割
以上が、重度の肢体不自由児
（者）等の重度の障害者（入院料1
の対象者を除く）

・当該病棟の入院患者の概ね8割
以上が、脊髄損傷等の重度障害
者、重度の意識障害者、筋ジスト
ロフィー患者又は神経難病患者

・肢体不自由児施設、重症心身障
害児施設、国立高度専門医療セ
ンター等

・入院料1

特殊疾患病棟入院料

入院期間に応じた評価（イメージ） 対象患者等 在院日数要件

1,943点
（入院料1の場合）

診療にかかる費用は包括
※１
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・常勤の医師：1名 ・病棟床面積：患者1人あたり30m
2
以上

・看護師：7対1 ・病室の床面：患者1人あたり8m
2
以上

※　除外薬剤・注射薬の費用等を除く　

施設数
病床数

・苦痛の緩和を必要と
する悪性腫瘍及び後
天性免疫不全症候群
の患者

主な人員基準等 主な施設基準等

なし 193
3,780

・患者家族の控え室、患者専用の台
所、面談室、一定の広さを有する談話
室

緩和ケア病棟入院料

入院期間に応じた評価（イメージ） 対象患者等 在院日数要件

3,780点
診療に係る費用は包括

※
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新規患者※2のうち、
・器質性精神障害

・気分障害

・1看護単位あたりの病床数は60床以下
・当該病棟の病床のうち個室が半数以上

・検査及びＣＴ撮影の速やかな実施体制

・4割以上が新規患者
・精神科救急外来診療が常時可能

・常勤医師：16対1

・看護師：10対1

（入院料1）

（入院料2）

※1　一部加算、精神科専門療法、手術、麻酔、放射線治療は除く

※3　自殺・自傷行為及び栄養障害・脱水等の生命的危険を伴う状態に限る ※4　精神疾患を有する状態に限る
※5　都道府県又は1精神科救急医療圏と1機関病院が対となって明確に区分された圏域がある場合は当該圏域
※6　措置入院、緊急措置入院、医療保護入院、応急入院、鑑定入院又は医療観察法入院

精神科救急入院料

入院期間に応じた評価（イメージ） 対象患者等 在院日数要件

・知的障害※3

・常勤精神保健指定医：病棟に1名,
病院に5名以上

施設数
病床数

主な人員基準等

・統合失調症、統合失調症型障害
及び妄想性障害

・当該病棟の年間新規患者のうち6割以上が措

置入院等※6

・3月を限度として算定

・精神作用物質使用による精神及
び行動の障害

42
2,615

・神経症性障害、ストレス関連障害

及び身体表現性障害※3

・成人の人格及び行動の障害※４

※2　措置入院患者、緊急措置入院患者又は応急入院患者又は入院当初から当該病棟に入院している患者

・新規患者のうち6割以上が3ヶ月以内に在宅
へ移行

・新規患者のうち4割以上が3ヶ月以内に在宅
へ移行

主な施設基準等

・年間30件以上あるいは地域の1/4以上の措
置入院、緊急措置入院、応急入院の受け入れ

・時間外・休日・深夜における診療件数が年間

200件以上か地域人口※5対2.5件以上

・常勤精神保健福祉士：病棟に2名
以上

30日 3月

3,431点 3,031点

（入院料1の場合）

診療に係る費用は包括※1
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・精神科救急医療システムに参加

名 ・病棟に隔離室
（入院料1） ・4割以上が新規患者
・看護職員：13対1
・看護師比率40%
・看護補助者：30対1
（入院料2）
・看護職員：15対1
・看護師比率40%
・看護補助者：30対1

※1　一部加算、精神科専門療法、手術、麻酔、放射線治療は除く

主な人員基準等 主な施設基準等

・入院料1

10,967

20

・入院前3ヶ月に精神科病棟に
入院したことがない患者

1,016

精神科急性期治療病棟入院料

入院期間に応じた評価（イメージ） 対象患者等 在院日数要件

・新規患者のうち4割以上が3ヶ月
以内に在宅へ移行

施設数
病床数

・特定機能病院であるか当該病院
の病床数の7割以上又は200床以
上が精神病床

・常勤精神保健指定医：病棟
に1名、病院に2名以上
・常勤精神保健福祉士又は常
勤臨床心理技術者：病棟に1

・急性増悪のため当該病棟で
治療が必要な患者

・入院当初から当該病棟に入
院している患者

・入院料2

219

なし

30日

1,900点 1,600点

3月

（入院料1の場合）

診療に係る費用は包括
※1
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・常勤医師：16対1

・看護師：10対1
・精神保健福祉士：病棟に2
名

※1　一部加算、精神科専門療法、手術、麻酔、放射線治療は除く

※2　都道府県又は1精神科救急医療圏と1機関病院が対となって明確に区分された圏域が有る場合は当該圏域

主な施設基準等

・合併症ユニットを有する

施設数
病床数

なし

・入院当初から当該病棟に
入院している患者

・措置入院患者、緊急措置
入院患者、応急入院患者

0
0

・常勤精神保健指定医：病
棟に3名、病院に5名以上

精神科救急・合併症入院料

入院期間に応じた評価（イメージ） 対象患者等 在院日数要件

・身体疾患の治療のため一
般病棟に入院した後に当該
病棟に入院した患者

・入院前3ヶ月に精神科病棟
に入院したことがない患者

・救命救急センター
・精神科救急医療施設

主な人員基準等

・年間30件以上あるいは地域の
1/4以上の措置入院、緊急措置入
院、応急入院の受け入れ

・精神科救急外来診療が常時可能
・時間外・休日・深夜における診療
件数が年間200件以上か地域人口
※2

対2.5件以上

・必要な検査及びＣＴ撮影が速や
かに実施できる体制を確保

・1ヶ月の延べ入院日数のうち4割
以上が新規患者の延べ入院日数
・新規患者のうち4割以上が3ヶ月
以内に在宅へ移行

・当該病棟の年間新規患者のうち6
割以上が措置入院、緊急措置入
院、医療保護入院、応急入院、鑑
定入院、医療観察法入院または合
併症ユニットへ入院する患者

30日
3月

3,431点

3,031点
（入院料1の場合）

診療に係る費用は包括
※1

29



・病棟床面積：患者1人につき18m
2

・病室床面積：患者1人につき5.8m
2

・看護職員比率50%

※1　一部加算と精神科専門療法、インターフェロン製剤、抗ウィルス製剤、血友病治療に係る血液凝固因子等は除く

・看護職員＋看護補助者：
           15対1

・病棟に常勤の作業療法士
又は作業療法の経験を有
する常勤看護職員

・病院に精神保健福祉士又
は臨床心理技術者

精神療養病棟入院料

入院期間に応じた評価（イメージ） 対象患者等 在院日数要件

主として長期にわたり療養
の必要な精神障害患者

・病院に作業療法室又は生活機能
回復訓練室・看護師比率20%

・常勤精神保健指定医：病
棟に1名、病院に2名以上

・病棟に談話室、食堂、面会室、浴
室及び公衆電話

主な人員基準等 主な施設基準等

施設数
病床数

なし 819
90,382

1,090点
診療に係る費用は包括

※１
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-

・精神科医師：病院に1名
（入院料1）
・看護職員：20対1
・看護師比率20%
・看護補助者：25対1
・作業療法士：認知症病棟専従1名
（入院料2）

・看護師比率20%
・看護補助者：25対1

※1　一部加算と精神科専門療法、インターフェロン製剤、抗ウィルス製剤、血友病治療に係る血液凝固因子等は除く

・病棟床面積：患者1人につ

き18m
2

・60m
2
以上の専用生活機能

訓練室

62

なし

主な人員基準等

・看護職員：30対1

・入院料1
373

-
・入院料2

・認知症患者の作業療法の経験を
有する看護師（作業療法士が週1回
以上評価）

認知症病棟入院料

入院期間に応じた評価（イメージ） 対象患者等 在院日数要件

主な施設基準等

・精神症状・行動異常が特に著しい
重度の認知症患者

・精神保健福祉士又は臨床心理技
術者：病院に専従1名

・生活機能訓練を患者1人
あたり1日4時間週5回行う

施設数
病床数

90日

1,330点 1,180点

（入院料1の場合）

診療にかかる費用は包括
※１
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・患者１人あたり病室面積　6.4㎡
・夜間看護職員又は補助者　1名 ・食堂及び浴室を有する

※　除外薬剤・注射薬の費用等を除く　

施設数
病床数

主な人員基準等 主な施設基準等

在宅療養計画を策定し、その計
画に基づき、在宅での療養を
行っている患者

・機能訓練ができる

なし 335
1,454

・看護職員＋看護補助者：15対1

診療所後期高齢者入院医療管理料

入院期間に応じた評価（イメージ） 対象患者等 在院日数要件

1,080点
診療に係る費用は包括

※

645点

14日
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